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富山県告示第337号 

   指定居宅サービス事業者の廃止の届出について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス 

事業者から同法第75条第２項の規定により次のとおり廃止の届出があったので、同 

法第78条第２号の規定により公示する。 

  令和８年７月８日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

事業者の名称 特定非営利活動法人パートナー 

サービスの種類 訪問介護 

事業所 名称 特定非営利活動法人パートナー 

所在地 下新川郡入善町上野1672 

介護保険事業所番号 1671700274 

廃止の届出を受理した年月日 令和８年６月８日 
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事業者の名称 医療法人社団友愛病院会 

サービスの種類 通所介護 

事業所 名称 黒部温泉デイサービスセンター 

所在地 黒部市窪野929番地 

介護保険事業所番号 1670700325 

廃止の届出を受理した年月日 令和８年５月30日 

 

 

富山県告示第338号 

   指定居宅サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項の規定により、次のとおり指 

定居宅サービス事業者を指定したので、同法第78条第１号の規定により公示する。 

  令和８年７月８日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

事業所番号 1670203189 

指定年月日 令和８年７月１日 

申 請 者 名称 株式会社 Nowadays 

事 業 所 
所在地 高岡市中央町62青井ビル２階 

名称 訪問看護ステーションふくろう 

サービスの種類 訪問看護 

 

事業所番号 1670203171 

指定年月日 令和８年７月１日 

申 請 者 名称 株式会社ダスキン高岡 

事 業 所 
所在地 高岡市野村1793番地 

名称 ダスキンヘルスレント高岡ステーション 

サービスの種類 福祉用具貸与 
特定福祉用具販売 
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富山県告示第339号 

   指定介護予防サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項の規定により、次のとおり指 

定介護予防サービス事業者を指定したので、同法第 115条の10の規定により公示す 

る。 

  令和８年７月８日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

事業所番号 1670203189 

指定年月日 令和８年７月１日 

申 請 者 名称 株式会社Nowadays 

事 業 所 
所在地 高岡市中央町62青井ビル２階 

名称 訪問看護ステーションふくろう 

サービスの種類 介護予防訪問看護 

 

事業所番号 1670203171 

指定年月日 令和８年７月１日 

申 請 者 名称 株式会社ダスキン高岡 

事 業 所 
所在地 高岡市野村1793番地 

名称 ダスキンヘルスレント高岡ステーション 

サービスの種類 介護予防福祉用具貸与 
特定介護予防福祉用具販売 

 

 

富山県告示第340号 

   土砂災害警戒区域の指定及び解除について 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法 

律第57号）第７条第１項及び第６項の規定により土砂災害警戒区域を次のとおり指 

定及び解除するので、同条第４項（同条第６項において準用する場合を含む。）の 

規定により公示する。 
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  令和８年７月８日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

土砂災害警戒

区域の名称 
土砂災害警戒区域に指定する区域 

土砂災害の発生原因

となる自然現象の種

類 

変更事項 

下立沢 黒部市宇奈月町下立の区域のうち別紙 

図面に表示する区域 

 一部指定 

一部解除 

 （「別紙図面」は省略し、当該図面及び関係書類を富山県土木部砂防課及び土砂 

災害警戒区域に指定する区域を管轄する土木センター又は土木事務所に備え置いて 

縦覧に供する。) 

 

 

富山県告示第341号 

   土砂災害警戒区域の指定及び解除について 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法 

律第57号）第７条第１項及び第６項の規定により土砂災害警戒区域を次のとおり指 

定及び解除するので、同条第４項（同条第６項において準用する場合を含む。）の 

規定により公示する。 

  令和８年７月８日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

土砂災害警戒

区域の名称 
土砂災害警戒区域に指定する区域 

土砂災害の発生原因

となる自然現象の種

類 

変更事項 

山川 高岡市西広谷の区域のうち別紙図面に

表示する区域 

土石流 一部指定 

一部解除 

五十里道重② 高岡市五十里西町の区域のうち別紙図

面に表示する区域 

土石流 一部指定 

一部解除 

国分⑴ 高岡市伏木国分の区域のうち別紙図面

に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 一部指定 

一部解除 

西広谷⑻ 高岡市西広谷の区域のうち別紙図面に

表示する区域 

急傾斜地の崩壊 一部指定 

一部解除 
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 （「別紙図面」は省略し、当該図面及び関係書類を富山県土木部砂防課及び土砂 

災害警戒区域に指定する区域を管轄する土木センター又は土木事務所に備え置いて 

縦覧に供する。) 

 

 

富山県告示第342号 

   土砂災害警戒区域の指定及び解除について 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法 

律第57号）第７条第１項及び第６項の規定により土砂災害警戒区域を次のとおり指 

定及び解除するので、同条第４項（同条第６項において準用する場合を含む。）の 

規定により公示する。 

  令和８年７月８日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

土砂災害警戒

区域の名称 
土砂災害警戒区域に指定する区域 

土砂災害の発生原因

となる自然現象の種

類 

変更事項 

小杉⑸ 氷見市小杉の区域のうち別紙図面に表

示する区域 

急傾斜地の崩壊 一部指定 

一部解除 

 （「別紙図面」は省略し、当該図面及び関係書類を富山県土木部砂防課及び土砂 

災害警戒区域に指定する区域を管轄する土木センター又は土木事務所に備え置いて 

縦覧に供する。) 

 

 

富山県告示第343号 

   土砂災害特別警戒区域の指定及び解除について 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法 

律第57号）第９条第１項及び第８項の規定により土砂災害特別警戒区域を次のとお 

り指定及び解除するので、同条第４項（同条第９項において準用する場合を含む。） 

の規定により公示する。 

  令和８年７月８日 
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                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

土砂災害特

別警戒区域

の名称 

土砂災害特別警戒区域に 

指定する区域 

土砂災害の発生

原因となる自然

現象の種類 

自然現象により建

築物に作用すると

想定される衝撃に

関する事項 

変更事項 

下立沢 黒部市宇奈月町下立の区

域のうち別紙図面に表示

する区域 

土石流 別紙図面のとおり 全部解除 

 （「別紙図面」は省略し、当該図面及び関係書類を富山県土木部砂防課及び土砂 

災害特別警戒区域に指定する区域を管轄する土木センター又は土木事務所に備え置 

いて縦覧に供する。) 

 

 

富山県告示第344号 

   土砂災害特別警戒区域の指定及び解除について 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法 

律第57号）第９条第１項及び第８項の規定により土砂災害特別警戒区域を次のとお 

り指定及び解除するので、同条第４項（同条第９項において準用する場合を含む。） 

の規定により公示する。 

  令和８年７月８日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

土砂災害特

別警戒区域

の名称 

土砂災害特別警戒区域に 

指定する区域 

土砂災害の発生

原因となる自然

現象の種類 

自然現象により建

築物に作用すると

想定される衝撃に

関する事項 

変更事項 

山川 高岡市西広谷の区域のう

ち別紙図面に表示する区

域 

土石流 別紙図面のとおり 全部解除 

国分⑴ 高岡市伏木国分の区域の

うち別紙図面に表示する

区域 

急傾斜地の崩壊  一部指定 

一部解除 
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西広谷⑻ 高岡市西広谷の区域のう

ち別紙図面に表示する区

域 

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり 全部解除 

 （「別紙図面」は省略し、当該図面及び関係書類を富山県土木部砂防課及び土砂 

災害特別警戒区域に指定する区域を管轄する土木センター又は土木事務所に備え置 

いて縦覧に供する。) 

 

 

富山県告示第345号 

   土砂災害特別警戒区域の指定及び解除について 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法 

律第57号）第９条第１項及び第８項の規定により土砂災害特別警戒区域を次のとお 

り指定及び解除するので、同条第４項（同条第９項において準用する場合を含む。） 

の規定により公示する。 

  令和８年７月８日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

土砂災害特

別警戒区域

の名称 

土砂災害特別警戒区域に 

指定する区域 

土砂災害の発生

原因となる自然

現象の種類 

自然現象により建

築物に作用すると

想定される衝撃に

関する事項 

変更事項 

小杉⑸ 氷見市小杉の区域のうち

別紙図面に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり 一部指定 

一部解除 

 （「別紙図面」は省略し、当該図面及び関係書類を富山県土木部砂防課及び土砂 

災害特別警戒区域に指定する区域を管轄する土木センター又は土木事務所に備え置 

いて縦覧に供する。) 
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富山県の物品等調達に係る総合評価一般競争入札の実施 

 富山県の物品等調達について、次のとおり地方自治法施行令（昭和22年政令第16 
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号。以下「施行令」という。）第 167条の10の２第３項に規定する総合評価一般競 

争入札（以下「総合評価一般競争入札」という。）を行うので、施行令第 167条の 

６第１項及び第 167条の10の２第６項並びに地方公共団体の物品等又は特定役務の 

調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 372号。以下「特例政令」という。） 

第６条の規定により公告する。 

  令和８年７月８日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 借上件名及び数量 

   引船の借上げ 一隻 

 ⑵ 借上件名の規格、機能、性能等 

   入札説明書による。 

 ⑶ 借上期間 

   令和８年12月１日から令和18年11月30日までとする。 

 ⑷ 納入期限 

   令和８年11月30日 

 ⑸ 納入場所 

   伏木富山港（新湊地区） 

 ⑹ 納入条件 

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。） 

  入札に参加しようとする者が、次に示すとおりとする。 

 ⑴ 施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。  

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、入札参加申込書の提出期限の日までに会計規則第 

  86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿にＡ等級の者として登載され 

  ている者であること。 

 ⑶ 会社更生法（平成14年法律第 154号）又は民事再生法（平成11年法律第225 

  号）に基づき更生手続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の 



  令和８年７月８日      富 山 県 報        第 5541 号  9   

  

  申し立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後であって、本 

  件入札に参加することについて支障がないと認められる者を除く。 

 ⑷ 入札説明書に定める引船の手配ができ、かつ、伏木富山港（新湊地区）まで 

  の回航が可能であること。 

 ⑸ 入札説明書に定める提出資料の内容が適正であること。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

  本件入札に参加しようとする者は、入札説明書に示した仕様書に適合するもの 

 であることを証明する書類を４の⑴に掲げる提出場所へ提出しなければならない。 

  なお、提出した書類等に関し、契約を担当する職員から説明を求められた場合 

  は、これに応じなければならない。 

４ 入札参加資格確認申請書及び確認資料の提出等 

  入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料（以下「入札参加資格確認 

 申請書等」という。）を次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければ 

 ならない。 

 ⑴ 入札参加資格確認申請書等の交付場所、提出場所及び問い合わせ先 

   〒 930－8501 富山県富山市新総曲輪１番７号 

          富山県土木部港湾課管理係  電話番号 076－444－3335 

   なお、富山県土木部港湾課のホームページアドレス 

   （https://www.pref.toyama.jp/1504/kendodukuri/dourokouwan/kouwan/ 

    nyuusatu.html）からもダウンロードすることができる。 

 ⑵ 提出期限 

   令和８年８月17日（月）午後５時まで 

 ⑶ 提出方法 

   持参又は郵送により提出すること（郵送の場合は、書留郵便とし、提出期限 

  内必着とする。） 

 ⑷ 入札参加資格確認の結果通知 

   入札参加資格確認の結果は令和８年８月24日（月）までに書面により通知す 

  る。 

 ⑸ その他 
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   ア 資料の作成に要する経費は、申請者の負担とする。 

   イ 提出された資料は返却しない。 

５ 入札書及び総合評価に係る資料の提出等 

  入札者は、入札書及び総合評価に係る資料（以下「入札書等」という。）を次 

 のとおり提出すること。 

 ⑴ 入札書等の交付場所、問い合わせ先 

   〒 930－8501 富山県富山市新総曲輪１番７号 

          富山県土木部港湾課管理係  電話番号 076－444－3335 

   なお、富山県土木部港湾課のホームページアドレス 

   （https://www.pref.toyama.jp/1504/kendodukuri/dourokouwan/kouwan/ 

    nyuusatu.html）からもダウンロードすることができる。 

 ⑵ 入札及び開札の日時及び場所 

   令和８年８月28日（金）午前10時 富山県庁本館１階135入札室 

   郵送による場合は、書留郵便とし、令和８年８月27日（木）午後５時までに 

  ⑴の住所に富山県土木部港湾課長あて親展で必着のこと。また、二重封筒の表 

  封筒に「富山県引船調達業務入札書（総合評価に係る資料）在中」と朱書きす 

  ること。 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者の全員の立会いのもとで行う。開札に 

  立ち会うことができない者は、開札日の前日までに、その旨を⑴に届け出るも 

  のとする。 

６ 入札保証金 

  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 

 ⑴ 本件入札は、総合評価一般競争入札の方法により行う。 

 ⑵ 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額 
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  を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 

  額）とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税 

  事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する 

  金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定方法 

  予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った者であって、入札 

 参加資格確認資料の審査の結果、本件を納入できると認められた者の中から、開 

 札日以降に総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 

10 その他 

 ⑴ 契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 入札書及び入札に係る書類並びに契約に係る書類において使用する言語及び 

  通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 

 ⑶ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 ⑷ 本件調達契約は、特例政令の適用を受ける。 

 ⑸ 本件調達契約に係る苦情の申立てがあり、富山県特定調達苦情検討委員会が 

  契約締結の停止等を要請した場合においては、本件調達手続の停止等を行うこ 

  とがある。 

 ⑹ その他詳細は、入札説明書による。 

11 Summary 

 ⑴ Contract work details: 

   Lease of tugboat, one boat 

 ⑵ Bid submission deadline: 

   10:00 a.m. August 28, 2026. (If submitting bid by mail, it must be 

  sent by registered mail in a security envelope with “富山県引船調達 

  業務入札書（総合評価に係る資料）在中” on the front of the envelope, 

  and arrive no later than 5:00 p.m.August 27, 2026.) 

 ⑶ Contact information（Office in charge of this notice） 

    Ports ＆ harbors Division 

    Public Works Department 
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    Toyama Prefectural Government 

    1-7 Shinsogawa, Toyama-shi, Toyama-ken 930-8501 

    Tel. 076-444-3335（direct line）（Japanese only） 

 

 

富山県の物品等調達に係る一般競争入札の実施 

 富山県の物品等調達について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法 

施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により公告する。 

  令和８年７月８日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 調達物品等の名称及び数量  

   スキャナ 52台 

 ⑵ 調達物品等の規格、機能、性能等  

   入札説明書による。 

 ⑶ 納入期限 

   令和８年９月30日 

 ⑷ 納入場所  

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格   

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令 

  和８年富山県告示第 146号）第１の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に等級が 

  Ａとして登載されている者であること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に 

  係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令和８年富山県告示第 

   146号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。 
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３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、入札説明書で定める入札参加申込書及び 

  入札説明書で定める書類（以下「入札参加申込書等」という。）を⑶に掲げる 

  期限までに４⑴に掲げる場所に持参又は郵便（提出期限までに必着のこと。） 

  で提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

   なお、提出した入札参加申込書等に関し、契約を担当する職員から説明を求 

  められた場合は、これに応じなければならない。 

 ⑵ 入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって 

  行うものとする。ただし、同日において２の各号に定める入札に参加する者に 

  必要な資格のすべてを満たしている者であっても、開札日時までに必要な資格 

  を満たさなくなった場合は、入札に参加することができないものとする。 

 ⑶ 入札参加申込書等の提出期限 

   令和８年７月13日 午後５時15分  

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書、入札参加申込書等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の 

  交付場所及び問合せ先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

   〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部警務部会計課調度係 

         電話 076-441-2211 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

   令和８年７月８日から同年７月13日までの間（日曜日、土曜日を除く。）の 

  午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場所 

  において希望者に無料で交付 

  する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和８年７月28日 午前10時    

 ⑷ 入札書の提出方法 

   直接持参又は郵便（郵便による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着と 

  すること。） 
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５ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 開札日時 

   令和８年７月28日 午前10時 

 ⑵ 開札場所 

   〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部９階 901会議室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者の全員の立会いの下で行う。ただし、 

  開札に立ち会うことができない者は、開札日の前日までにその旨を４⑴の機関 

  に届け出るものとする。 

６ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

  ⑶ 入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 

  落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の非課税に該当するものに係 

 る額を控除した金額の 100分の10に相当する額を加算した金額（１円未満の端数 

 があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とするので、入札に参加する者 

 は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ 

 ず、見積もった契約希望金額から非課税に該当するものに係る額を控除した金額 

 の 110分の 100に相当する額に非課税に該当するものに係る額を加えた金額を入 

 札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効 

  な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 



  令和８年７月８日      富 山 県 報        第 5541 号  15   

  

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係ない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 

10 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用す 

  る言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 

 ⑶ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 
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